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１－１．事故の概要、被害状況

⚫ 令和7年5月2日（金）10時頃、秋田県秋田市の新屋海浜公園内に設置されていた新屋浜
風力発電所において、風車のブレードが折損し落下する事故が発生。

⚫ 経済産業省においては、事故の発生後直ちに、風車の設置者に対し、原因究明や再発防止等
を求めるとともに、現地に職員を派遣して原因究明を進めている。

⚫ また、事故機と同型の風車について、メンテナンス事業者が進める緊急点検への協力を要請。

○発電所概要

設置者：さくら風力(株)

親会社： (株)新エネルギー技術研究所

メンテナンス事業者：  (株)日立パワーソリューションズ

発電所名：新屋浜風力発電所

設置場所：秋田県秋田市新屋町

風車基数:１基×1,990kW

風車の型式：独Enercon社製 E82ｰE1

運転開始日:2010年3月（2012年10月にFIT認定取得）※男性が倒れていた箇所

（80m程離れた場所に落下したブレードの近傍）
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１－２．事故への対応状況

⚫ 5月2日（金）：事故発生。

経済産業省から設置者に対し、周囲の安全確保と事故原因の究明及び再発防止策の検討を指示。

⚫ 5月3日（土）：経済産業省の職員2名が現地調査に入り、設置者及びメンテナンス事業者等と状況を確認。

⚫ 5月9日（金）：経済産業省から、事故があった風車と同型の風車の全設置者に対し、メンテナンス事業者が

進めている緊急点検に協力するよう要請。

⚫ 5月12日（月）：設置者が、メンテナンス事業者、風車メーカー、外部有識者を含めた事故調査委員会を立

ち上げ（経済産業省も参加。）。

⚫ 5月15日（木）：経済産業省から、事故機と同型の風車の設置者に対し、改めて、速やかな緊急点検の実

施と点検終了までの間の周囲の安全確保を要請。

⚫ 6月5日（木）、6日（金）：現地での分解を経て、メンテナンス事業者の工場（茨城県日立市内）に運ば

れた破損ブレードについて、事故調査委員会が現物確認を実施し、事故に係る論点を整理。

⚫ 今後、委員会で整理された事項について、メンテナンス事業者及びメーカーで確認することに加えて、破損ブレー

ドからのテストピース採取、試験に着手予定。
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２ー１．電気事業法上の技術基準／風圧関係

⚫ 電気事業法では、全ての発電用風力設備に技術基準に適合させることを義務付けている。

⚫ 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令では、風車が「回転速度」「風圧」「振動」に対
して安全であることを規定している。

（風車）
第四条 風車は、次の各号により施設しなければならない。
一 負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。
二 風圧に対して構造上安全であること。
三 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。
四、五 （略）

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十三号）

【風車の構造】（省令第４条）
第３条 （略）「負荷を遮断したときの最大速度」とは、非常調速装置が作動した時点より風車がさらに昇速した
場合の回転速度を含むものをいう。（略）

３ （略）ブレードの損傷、劣化等により構造上の安全が確認できない場合は技術基準不適合とみなすものとする。
第４条 （略）「風圧」とは、発電用風力設備を設置する場所の風車ハブ高さにおける現地風条件（略）による
風圧が考慮されたものであって、次に掲げるものを含むものをいう。（略）

４ （略）ブレードの損傷、劣化等により構造上の安全が確認できない場合は技術基準不適合とみなすものとする。
（略）

第５条 （略）「風車に損傷を与えるような振動がないように施設する」とは、風車の回転部を自動的に停止する
装置を施設することを含むものをいう。

発電用風力設備の技術基準の解釈
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２ー２．雷撃関係

⚫ 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令では、一部の発電用風力設備について、雷撃
から風車を保護するような措置を講じることを規定している。

（風車の安全な状態の確保）
第五条 （略）
３ 最高部の地表からの高さが二十メートルを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を
講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りで
ない。

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十三号）

【風車の安全な状態の確保】（省令第５条）
第７条 （略）
６ 省令第５条第３項に規定する「雷撃から風車を保護するような措置」とは、次に掲げる要件の全てを満たすものを
いう。
一 発電用風力設備を設置する場所の落雷条件を考慮し、次に掲げる地域の区分に応じ、次に定める要件を満た
すこと。
イ 別図１のA 線で囲まれた地域
（イ）風車への雷撃の電荷量を600クーロン以上と想定して設計すること。
（ロ）雷撃から風車を保護する効果が高く、かつ、容易に脱落しない適切なレセプターを風車へ取付けること。
（ハ）雷撃によって生ずる電流を風車に損傷を与えることなく安全に地中に流すことができる引下げ導体等を1

施設すること。
（ニ）風車への雷撃があった場合に直ちに風車を停止することができるように、落雷検出装置等を施設すること。

（略）

発電用風力設備の技術基準の解釈
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２－３．危険防止措置

⚫ 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令では、取扱者以外の者に対する危険防止措
置として、立入り禁止措置等を規定している。

（取扱者以外の者に対する危険防止措置）
第三条 風力発電所を施設するに当たっては、取扱者以外の者に見やすい箇所風車が危険である旨を表示すると
ともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。（略）

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十三号）

【取扱者以外に対する侵入防止措置】
（省令第３条）
第２条 発電用風力設備を設置する場所には、当該場所に取扱者以外の者が立ち入らないように次の各号のいず
れかにより措置を講じること。（略）
一 発電用風力設備周辺にさく、へいを設け、かつ、その出入口に立入りを禁止する旨を表示するとともに、施錠
装置その他適当な装置を施設すること。

二 風車を支持する工作物の出入口に立入りを禁止する旨を表示するとともに、施錠装置その他適当な装置を施
設すること。（略）

発電用風力設備の技術基準の解釈

解釈第２条第1項第二号では、風車の支持物をさく、へいと同等の扱いとし、それに必要な措置を講ず
ることで、取扱者以外の者に対する侵入防止措置としている。なお、電気設備からの感電等の防止に
関しては、（中略）電気設備が風車やその支持物内に収められている場合、（中略）、風車やその支
持物又は変圧器を収める機械器具を電気設備の技術基準の解釈第３８条第１項第一号に規定するさく、
へい等の「等」に該当することとしている。

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
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２－４．異常が生じた場合の停止措置

⚫ 風力発電所は、常時監視をしない場合、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することがで
きるような措置を講じなければならない。

（常時監視をしない発電所等の施設）
第四十六条 （略）
２ 前項に掲げる発電所以外の発電所、蓄電所又は変電所（略）であって、発電所、蓄電所又は変電所の運転
に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所若しくはこれと同一の構内、蓄電所又は変電所において常時監
視をしない発電所、蓄電所又は変電所は、非常用予備電源を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止
することができるような措置を講じなければならない。

電気設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十二号）
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３ー１．保安の確保に関する取組状況

⚫ 電気事業法により、設備の設置者は、以下の保安上の取組の実施が義務付けられている。

➢ 定期自主検査を実施し、その記録の保存すること。

➢ 登録安全管理審査機関による定期安全管理審査を受けること。

➢ 保安規程を定め、それを遵守すること。

⚫ 当該事業者において、これらの取組が実施されていたことを確認した。

保安規程で定める事項 事業者の保安規程の状況 実施状況

職務及び組織に関すること 組織図、指揮命令系統及び連絡系統、各担当における事務分掌が定められている。 ○

保安教育に関すること 知識・技能の習得のための教育、事故・災害時の訓練を行うことが定められている。 ○

保安のための巡視、点検及び検査に関
すること

1年に1回の検査及び1月に1回の外観点検を行うことを定めている。 ○

運転又は操作に関すること 発電所の運転操作について下位規程で手順が定められている。 ○

災害その他非常の場合に採るべき措置
に関すること

災害発生に備えた体制の整備、災害発生時の措置、緊急時の連絡体制が定められている。 ○

保安についての記録に関すること 工事、巡視、点検、検査、運転、公害、事故、保安教育に関する事項について記録することと、
その記録の保存期間が定められている。

○

安全の取組 法令上の規定 事業者の実施状況

定期自主検査の実施
と記録の保存

3年に1回実施。
5年間保存。

定期自主検査の点検記録により、法令に基づいた検査の実施状況及び記録の保
存状況を確認した。

定期安全管理審査の受審 定期自主検査実施後に
受審。

定期安全管理審査結果通知書にて、法令に適合している組織と判断されているこ
とを確認した。
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３－２．定期自主検査に係る義務

⚫ 風力発電設備の設置者は、定期自主検査を３年を越えない時期に行うこととされている。

（定期安全管理検査）
第五十五条
次に掲げる電気工作物（以下この条において「特定電気工作物」という。）を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、
当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
一 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分が
あるもの（略）

２ 前項の自主検査（以下「定期自主検査」という。）においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定め
る技術基準に適合していることを確認しなければならない。

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）

（定期安全管理検査）
第九十四条 法第五十五条第一項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。（略）
二 風力発電設備（出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。）のうち、次に掲げるもの
イ 風力機関及びその附属設備（略）

第九十四条の二 定期自主検査は、次に掲げる時期に行うものとする。（略）
五 風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサーについての定期自主検査にあっては、運転が開始さ
れた日又は定期自主検査等が終了した日以降三年を超えない時期

電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号）

※「電気事業法施行規則第94条の3第1号及び第2号に定める定期自主検査の方法の解釈」で目安となる点検周期を示しており、部
品によっては定期自主検査の３年に１回に限らず点検することが望ましいとされている。
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３－３．定期自主検査の方法等

⚫ 定期自主検査については、その方法や、記録において記載すべき内容等が規定されている。

（定期安全管理検査）
第九十四条の三 定期自主検査等は、次に掲げる方法で行うものとする。※
一 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するため
に十分な方法
二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第九十四条の四 定期自主検査等の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
２ 定期自主検査の結果の記録は、前項第一号から第六号までに掲げる事項については法第五十五条
第六項において準用する法第五十一条第七項の通知（以下この項及び次条において単に「通知」と
いう。）を受けるまでの期間又は五年のいずれか長い期間、前項第七号から第十一号までに掲げる
事項については当該定期自主検査を行った後最初の通知を受けるまでの期間保存するものとする。（略）

電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号）



11

３－４．定期安全管理検査に係る義務

⚫ 定期自主検査の実施後、登録安全管理審査機関による定期安全管理審査を受けることが義
務付けられている。

（定期安全管理検査）
第五十五条
４ 定期自主検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期
（略）に、特定電気工作物（原子力を原動力とする発電用のものを除く。）であつて経済産業省令で定めるものを設置する者
にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

５ 前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主
務省令で定める事項について行う。（略）

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）

第九十四条の五
２ 第九十四条第二号に掲げる電気工作物の法第五十五条第四項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。（略）
一 前回の通知において定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を
実施していると評定された組織については、前回の通知を受けた日から六年三月を超えない時期

二 前号に規定する組織以外の組織については、前回の通知を受けた日（通知を受けていないものにあっては、法第五十一条第
七項の通知を受けた日）から三年三月を超えない時期

三 前二号に規定する組織であって、定期自主検査の実施につき体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を
維持することが困難となった時期

第九十四条の五の二 法第五十五条第四項の特定電気工作物（原子力を原動力とする発電用のものを除く。）であって経済産
業省令で定めるものは、火力発電設備、燃料電池発電設備及び風力発電設備に属する電気工作物（略）とする。（略）

電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号）
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３ー５．電気事業法上の保安規程に係る義務

⚫ 事業用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、当該設置者及びその従業者は、保安規程
を守らなければならない。

（保安規程）
第四十二条
事業用電気工作物（小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。）を設置する者は、事業用電気工作物の工事、
維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工
作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用（第五十一条第一項又は第五十二条第一項の
自主検査を伴うものにあつては、その工事）の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。（略）
４ 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）

（保安規程）
第五十条 法第四十二条第一項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。（略）
３ 前項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項
を定めるものとする。（略）
一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
五 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
八 事業用電気工作物（略）の法定自主検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号）
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